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令
和
５
年
度 
「
定
時
総
会
」
が 

開
催
さ
れ
ま
し
た 

 

５
月
27

日(

土) 

午
後
２
時
か
ら
中
野
市
豊
田
文
化
セ
ン
タ

ー
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
令
和
５
年
度
定
時
総
会
は
、
５
３
７
人

(

う
ち
当
日
出
席
者
１
７
２
人)

出
席
の
も
と
功
労
者
表
彰(

会

員
24

人)

、
来
賓
祝
辞
を
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
令
和
４
年
度

の
事
業
報
告
と
収
支
決
算
、
任
期
満
了
に
伴
う
理
事
、
監
事
の

選
任
議
案
３
件
が
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
、
令
和
５
年
度
の
事

業
計
画
と
収
支
予
算
の
報
告
が
行
わ
れ
、
盛
会
の
う
ち
に
終
了

し
ま
し
た
。 

総
会
終
了
後
、
新
役
員
に
よ
る
最
初
の
理
事
会
が
開
催
さ

れ
、
互
選
に
よ
り
、
理
事
長
に
湯
本
静
雄
さ
ん
、
副
理
事
長
に
髙

木
武
彦
さ
ん
、
専
務
理
事
に
花
岡
隆
志
さ
ん
が
選
出
さ
れ
ま
し

た
。 ま

た
、
総
会
前
に
令
和
５
年
度
互
助
会
代
議
員
会
が
開
催
さ

れ
、
議
案
４
件
が
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 
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「安
全
は 

無
理
せ
ず 

焦
ら
ず 

油
断
せ
ず
」 

湯本静雄 理事長 

表彰者代表 
 会員下田健郎さん 

中野市  

湯本隆英市長 

新理事のみなさん 

議長  

小林洋一さん 

山ノ内町  

久保田敦副町長 退任理事のみなさん 



令和 5年度シルバーポイント制が一部改正になりました。 
 

昨年度の付与ポイントの表に加え、より一層会員さんが事業運営に関われるように新たに下記の

活動も追加になりました。 

また、交換可能な景品券についても、高ランクの項目 2ランクが追加になりました。 

令和 5年度 新たに加わったもの 

○安全標語・会報等への寄稿応募をした場合     10ポイント付与 

○イベント出役・普及啓発の配布協力をした場合   20ポイント付与 

○既存発注者へ別の就業を斡旋した場合        10ポイント付与 

別表１(第２条関係) 

活動等 付与ポイント 

総会に出席した場合(委任状を除く。) ２０ 

安全就業推進大会に出席した場合 ２０ 

地区奉仕活動に参加した場合 ３０ 

班会議(年２回)に出席した場合、１回につき １０ 

新規就業斡旋をした場合 ２０ 

新入会員を紹介した場合(入会したときで、1 人につき) ３０ 

理事長が特に認めた講習会、研修会等に出席した場合 １０ 

地域班の班長を務めた場合(１年につき) １０ 

安全標語・会報等への寄稿応募 １０ 

イベントでの出役・普及啓発(カレンダー、チラシ等)の配布協

力をした場合 
２０ 

就業斡旋(既存)をした場合 １０ 

別表２(第５条関係) 

累積ポイント数 交換可能な景品券 

１３０ ポイント以上 10,000 円 

９０ ポイント 3,000 円 

４０ ポイントにつき 1,000 円 

３０ ポイント 粗 品 

ポイントの交換は、40ポイントの繰り返しとなりますが、今年度は 

累計 90ポイントで 3,000円の景品券と交換 

累計 130ポイント以上で 10,000円の景品券と交換も加わっています。 

 

  

 
 

 

 

 

定時総会議案書に掲載の地区役員名簿に変更がありました。 

地区委員長名簿 北部 岩本大喜夫→阪本良樹 

班長名簿 長丘地区 古牧班長 野村健治→若林栄吉 

      北部地区 土橋班長 阪本良樹→徳竹和子 

各地区の役員さんが代わります。 
5/27㈯の定時総会の日から各地区の理事・

地区委員長・班長さんが変更になります。変

更のない地区もありますが、詳しくは令和

５年度定時総会議案書をご覧ください。 


